
No.

イエメン共和国

結核対策プロジェクト（第 III 期）

実施協議調査団報告書

平 成１２年２月

国 際 協 力 事 業 団
医 　療 　協 　力 　部

医　協　二

J R

00 - 07











目　　　次

序　文

写　真

地　図

１．実施協議調査団派遣.............................................................. 1

１－１　調査団派遣の経緯と目的................................................... 1

１－２　調査団の構成 ............................................................. 1

１－３　調査日程 ................................................................. 2

１－４　主要面談者 ............................................................... 3

２．要　約.......................................................................... 4

３．討議議事録（Ｒ／Ｄ）の交渉経緯 .................................................. 6

３－１　交渉の経緯 ............................................................... 6

３－２　討議議事録およびマスタープラン .......................................... 7

４．プロジェクト実施上の留意点 ..................................................... 8

４－１　実施体制 ................................................................. 8

４－２　実施計画 ................................................................. 14

５．その他特記すべき事項 ........................................................... 15

５－１　安全対策 ................................................................. 15

５－２　製薬会社視察 ............................................................. 16

附属資料

①　討議議事録.................................................................... 19

②　ミニッツ ...................................................................... 28

③　イエメン保健省組織図 ......................................................... 31

④　アデン州保健局組織図 ......................................................... 33

⑤　サナア市における結核対策活動（渡邊専門家作成）................................ 34

⑥　各州の人口と特徴（渡邊専門家作成）............................................. 38

⑦　保健省国家結核対策課作成資料 ................................................. 39

⑧　国家結核研究所作成資料 ....................................................... 65

⑨　イエメン保健省とＷＨＯの結核対策合同レビュー報告書 .......................... 71

⑩　イエメン結核予防会作成資料 ................................................... 76



- 1 -

１．実施協議調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

わが国は、イエメン共和国（以下、イエメン）に対して、1983年から結核対策にかかる技術協力

を行ってきた。今般、結核対策をイエメン全域に展開するため、同国政府からわが国に対してプ

ロジェクト第Ⅲ期の要請があり、1999年３月に事前調査団を派遣した結果、一定の安全対策（当

面、専門家の活動地域は限定し、地方移動には空路を使用する、他）のもとで、プロジェクト方式

技術協力を実施することとなった。本実施協議調査は、イエメン側との協議、結核対策活動の視

察、および資料収集をもとに、プロジェクト実施計画の概要を策定することを目的に実施された。

１－２　調査団の構成

担当 氏名 所属

団長　総　　括 森　　　亨 財団法人結核予防会結核研究所所長

団員　臨床検査 藤木　明子 同国際協力部国際研修科総括主任

団員　結核対策 江上由里子 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力課医師

団員　協力計画 山田　晶子 国際協力事業団医療協力部医療協力第二課職員
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１－３　調査日程

日順 月日 曜日 移動および業務

１ ７月６日 火 移動　成田→フランクフルト

２ ７月７日 水 移動　フランクフルト→サナア

３ ７月８日 木 保健省ＰＨＣ局長表敬

保健省ＮＴＰ課長表敬、イエメン結核対策活動計画にかかる打合せ

在イエメン日本大使館表敬、安全対策ブリーフィング

Gabar Bin Hayunコーポラティブクリニック結核対策活動視察

Beirunyコーポラティブクリニック結核対策活動視察

４ ７月９日 金 日本人専門家とＲ／Ｄ案およびミニッツ案協議

移動　サナア→アデン（IY406）

５ ７月10日 土 アデン州ＰＨＣ事務所の結核対策活動視察

アデン州保健局ＰＨＣ部長表敬

Sheikh-Othmanポリクリニックの結核対策活動視察

共和国病院の結核対策活動視察

アデン州保健局長表敬

６ ７月11日 日 移動　アデン→サナア（IY405）

Al-Qaa Olfi保健所の結核対策活動視察

国立結核研究所活動視察・協議

７ ７月12日 月 保健省にてＲ／Ｄ案およびミニッツ案協議

ＷＨＯイエメン事務所表敬

計画開発省表敬

８ ７月13日 火 保健省医療サービスおよびＰＨＣ担当次官表敬

保健省にてＲ／Ｄ案およびミニッツ案協議

Ｒ／Ｄおよびミニッツ作成

９ ７月14日 水 保健省国家結核対策課にてプロジェクト活動計画にかかる協議

抗結核薬製造会社視察

計画開発省にてＲ／Ｄおよびミニッツの署名交換

在イエメン日本大使館に報告

10 ７月15日 木 移動　サナア→フランクフルト

フランクフルト→

11 ７月16日 金 成田着
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１－４　主要面談者

（1）イエメン側

Dr. Abdullah Abdul-Wali Nasher 保健大臣

Dr. Mohamed Gharama Al-raey 保健省保健計画開発担当次官

Dr. Abdul-Karim Shaiban 保健省医療サービスおよびＰＨＣ担当次官

Mr. Hisham Sharaf 計画開発省国際協力担当次官

Dr. Mohamned Suheir 保健省ＰＨＣ局長

Dr. Amin N. Al-Absi 保健省国家結核対策課（ＮＴＰ）課長

Mr. Shaher M. A. Said ＮＴＰ課長補佐

Mr. Fawzi Barahim ＮＴＰ検査室監督者

Dr. Abdul Malik Al-Kibssi 国立結核研究所（ＮＴＩ）所長

Mr. Abdul-Bary Al-Hammady ＮＴＩ ＤＯＴＳ責任者

Mr. Adnan Al-Akhaly ＮＴＩ検査室責任者

Dr. Hamoud Mahyoub サナア市結核担当官

Dr. Mohamed Taha Shamsan アデン州保健局長

Dr. Nagib Nasser Al-Homikani アデン州ＰＨＣ部長

Dr. 0sama Badeeb アデン州結核担当官

（2）日本側

星　　　彰 在イエメン日本国大使館特命全権大使

坂口　俊之 在イエメン日本国大使館一等書記官

山本　英昭 在イエメン日本国大使館二等書記官

松尾　新治 在イエメン日本国大使館二等書記官

渡邊　勝美 ＪＩＣＡ結核対策単発専門家

（3）その他

Dr. Elias Durry ＷＨＯイエメン国駐在代表代理
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２．要　約

イエメンの結核対策にかかる日本の協力は、1979年の短期調査団の派遣以来、研修員の受入れ

（1981年～）、プロジェクト方式技術協力（1983年～）、そして無償資金協力（国家結核研究所およ

び２カ所の国立結核サブセンターの建築・設備）などが次々と行われ、とくにプロジェクト方式技

術協力は、内戦による中断をはさんで現在まで継続されてきた。

ほとんど白紙の状態から出発したイエメンの結核対策は、この間着実に進歩しており、ことに

この数年のＤＯＴＳ＊戦略による対策の進展はめざましい。（＊ Directly Observed Treatment,

Short Course「直接監視下短期化学療法」の略。）ＷＨＯが唱える 2000年代早期の国家結核対策計

画の目標達成も、かなり現実のものとなりつつある。これは、プロジェクト方式技術協力を軸と

し、無償資金協力や研修員受入れなどを加えた日本の協力が、大いに貢献したものといって過言

ではない。このことは、最近行われたＷＨＯなどとの共同評価（In-depth Review：附属資料⑨）に

おいても明確に記載されている。

同時に、この国家計画の推進にあたって、イエメン側の近年の自助努力にもみるべきものがあ

る。1990年の湾岸戦争までは、イエメンの抗結核薬の大半はサウジアラビアによって供与されて

いたが、戦争の影響によりその供与が中止された。その後始まった日本の「感染症対策特別機材」

による抗結核薬供与も、1994年のイエメン内戦のために中断し、プロジェクト専門家も撤収した。

しかし、この危機にあたり、イエメン政府は自己財源とＷＨＯなどの援助を結核に優先的に振り

向けて、抗結核薬を確保し、対策を強化していったのである。今回の協議においても、今後の抗

結核薬供給について、プロジェクトに依存したいというような話題はまったく出なかった。わが

国が他国で実施中の結核対策にかかるプロジェクト方式技術協力と比較して、希有のメリットと

いうべきである。このことは、ＷＨＯの唱える結核対策の核である「ＤＯＴＳ戦略」の第１要素「政

府の強力な関与」が、それなりに達成されている証拠とみることができる。ちなみに、保健大臣ま

でが座談の席でＤＯＴＳの語を発するほどである。

プロジェクト資料により結核対策の現状を概観すると、1998年時点で全国 20州・市のうち19か

ら報告が得られた。これは、国家結核対策（National Tuberculosis Control Programme：ＮＴＰ）

の普及を示している。これからみた発見患者数は全国で１万 2086人、うち塗抹陽性 4896人であ

り、後者は1992年には2896人であった。ＤＯＴＳは1996年に正式にＮＴＰの政策に採用され、1998

年時点で16州、66郡に普及し、塗抹陽性患者の 68％が望ましいＤＯＴＳで治療されている。その

治療成功率は 1997 年のコホート成績では 81％と、ＷＨＯの目標（85％）に迫っている（ただし非

ＤＯＴＳ患者では 55％）。ＷＨＯの奨励を受けて、保健省国家結核対策課（National Tuberculo-

sis Control Programme：以下「ＮＴＰ課」）では、ＷＨＯ東地中海地域の目標である 2001年まで

のＤＯＴＳ全国普及（「DOTS All Over」）をめざし、これにむけてＤＯＴＳ地域の拡大と患者発見・
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治療の向上の計画を立案している。この計画は、2001年までに全州・郡にＤＯＴＳを普及させる

というものであり、この目標の達成は決して非現実的なものではない。

しかし、少し掘り下げてみると、現時点においても、また近い将来に関しても、イエメンＮＴＰ

推進にかかる問題は少なくない。具体的には各章で記述されているとおりであるが、ここに要点

を列挙する。

① 取り組みの難しい地域、対象がＤＯＴＳからとり残されていること。

② 地方分権化が進むなかで、中央政府から州以下に対する指導、監督が不十分になりやすい

こと。

③ 検査室機能の質の水準が全般に低く、検査施設間にばらつきがあること。

④ ＤＯＴＳとはいいながら内容的に問題が多く、このままでは従来方式と区別のないものに

堕するおそれが大きいこと。

⑤ 治安の問題から日本人専門家が直接巡回できる地域に制約があること。

⑥ ＮＴＰ課と国立結核研究所（National Tuberculosis Institute：ＮＴＩ）の統合が話題に

なるなか、両者のスタッフの資質や、志向、モラールに格差があり、不安があること。

⑦ 私的医療セクターの結核治療が野放しになっていること。とくにリファンピシンの国内生

産が始まり、販売の制限もなく、薬剤耐性菌が増加するおそれが大きいこと。

このような問題を克服するためにも、今回の実施協議ではＤＯＴＳの質の向上と維持、および

その全国的な普及、なかでも要員訓練、監督の強化、および検査技術精度管理ネットワークの確

立を重点課題とする次期プロジェクトの展開を確認した。ともあれ、イエメンの結核対策は、

ＪＩＣＡの結核対策に関するプロジェクト方式技術協力（ほかにフィリピン、ネパールで実施中）

のなかで最も進んだものとなっており、本プロジェクトの推進はＪＩＣＡにとっても有意義なこ

とである。また、ＷＨＯも、東地中海地域事務局管内各国のモデルとしても注目している。

かかる観点から、本調査団とイエメン政府は二国間協力について協議を行い、次期プロジェク

ト実施にかかる協議議事録およびミニッツを作成し、双方（調査団、イエメン保健省および計画開

発省）が署名を行った。
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３．討議議事録（Ｒ／Ｄ）の交渉経緯

３－１　交渉の経緯

先のプロジェクト（イエメン共和国結核対策プロジェクト第�期）最後の時期に始まったＤＯＴＳ

の実績は、予想を超えてはるかに優良であり、ＷＨＯをはじめ国際的にも注目を集めている。

ＮＴＰ課責任者以下、関係者の士気も高く、近い将来の目標達成を、ＪＩＣＡの協力のもとでな

んとしても確実に果たしたいという雰囲気が、少なくとも保健省およびＮＴＰ関係者の間ではほ

とんど熱気のように感じられ、交渉もかなり積極的な雰囲気のなかで進められた。

まず、ＮＴＰ課長、ＮＴＩ所長レベルでの協議では、ＷＨＯの勧告もあって、2001年のＤＯＴＳ

全国的普及に向かっての、具体的な方策を含むプロジェクトの実施方法が中心的な議題となった。

そのなかで、細部にわたって分析すると、現状でも、管理上の問題が少なくないことが明らかに

なり、次期プロジェクトの重要な課題が浮き彫りになった。

地域的に次期プロジェクトの大きな焦点となる南部諸州の中心部アデンでは、プロジェクトと

密接に関連する結核センターの建設、および、現存する共和国病院の結核病棟と結核菌検査室の

機能向上が、さしせまった問題として、プロジェクト実施とあわせて協議の焦点となった。セン

ター建設については無償資金協力事業部での検討に委ね、病棟については草の根無償資金協力で

解決が図られるということで、さしあたり一応の整理がついた。ただし、センターに設ける検査

部門と現存の共和国病院検査室との関連などは、プロジェクト実施段階でも慎重に対応する必要

があると思われる。

アデンを見る限り、ＤＯＴＳへの取り組みは良好であり、新任の保健局長レベルにもこれは伝

わっていた。ただし、これはアデン州だけのことであり、現在ＪＩＣＡ関係者が交通を自粛して

いる南部の他州については状況があまりはっきりしない。

保健省幹部（保健大臣および次官）との協議でも、結核対策やＤＯＴＳへの関心は高く、その関

与も明確であり、心強いものを感じた。なお、ここで、先のプロジェクトで供与された車両のう

ち結核対策に使用されていないものがあることについて指摘したところ、次官が善処を約束した。

在イエメン日本国大使館からは、治安状況をはじめ一般政治経済的背景について重要な示唆を

受け、また、保健省、開発計画省等との協議に積極的に参画していただいた。

以上のような経緯を経て、協議議事録を作成し、保健省次官、計画開発省次官と調査団長の間

で署名交換に至った。
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３－２　討議議事録およびマスタープラン

（1）討議議事録

附属資料①参照

（2）討議議事録マスタープランの訳文

1） 上位目標

イエメンの結核による死亡率、疾病率、および感染率が減少する

2） プロジェクト目標

イエメン全国に適切な国家結核対策サービスを拡大する

3） 期待される成果

① 検査室サービスネットワークの強化による結核の発見・診断の向上

② 適切な患者管理システムに基づく結核の治療の向上

③ 在庫管理システムの確立による薬剤等の供給システムの向上

④ 記録・報告システムの標準化による結核対策のモニタリングシステムの向上

⑤ イエメンにおける結核問題の規模・性質に関する再評価

4） 活動

① 保健医療従事者のトレーニング

② 結核菌検査室への適切な機材の供給

③ 検査室サービスの品質管理のためのレファランスラボの強化

④ 購入から分配までの薬剤等の管理システムの強化

⑤ 郡結核対策担当官、州結核対策担当官、および国家結核対策課の記録・報告活動に対

する監督・支援の強化

⑥ プロジェクトの評価のためのオペレーショナルリサーチおよびサーベイの実施
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４．プロジェクト実施上の留意点

４－１　実施体制

（1）結核対策分野

イエメンにおける結核対策の成績は、ＤＯＴＳ採択後飛躍的に改善し、1997年における新

規塗抹陽性患者の治癒率は全体で59％、ＤＯＴＳ地域では 74％までに達した。また、推定新

塗抹陽性患者を人口 10万対 50人として、患者発見はおよそ 60％であろうと推定される。

けれども、以前より短期専門家や事前調査団によって問題提起されているように、ＤＯＴＳ

の拡大という目標のほかに、巡回指導の強化と検査技術精度管理ネットワークの確立が重要

な課題となっている。今回のプロジェクト第３フェーズは、わが国のプロジェクト方式技術

協力としてはおそらく最終である。その終了までに、質の高い結核対策を機構・技術レベル

ともに自立的に維持できるようにするため、この５年間で中央レベル・州（Governorate）レベ

ルにおける強化が必要である。そのためには、プロジェクト実施にあたって、以下の点に留

意する必要がある。

1） ＮＴＰの運営について

ＮＴＰの活動費の多くを、今まではＪＩＣＡとＷＨＯが負担していた。現時点での保健

省予算については、年間約 500万リアル計上されても実質的にはその１割程度しか執行さ

れないないなど、見通しがたたず、今後の不安となる問題が多い。しかし、プロジェクト

第２フェーズ開始当初に比べれば、飛躍的にイエメン政府の自助努力が強化したことが認

められる。

プロジェクト終了後はＪＩＣＡからの運営費の支援がまったくなくなることを考慮して、

プロジェクトが研修費などを支援する一方、ＮＴＰ活動費を保健省予算として確保するた

めの準備もあわせて支援することが必要であろう。中央レベルでは、当面、ＮＴＩとＮＴＰ

課の予算を一本化することにより活動費の増額が見込めるため、現在その申請中である。

各州の結核対策予算については、第２フェーズ終了時評価によれば、地方政府の援助お

よび現地官民の自助努力が効を奏している。今までは州保健局長に予算の分配の決定権が

あったが、今後は中央政府によって分配を決められた予算が州におりてくることになる。

安定したプログラム予算が確保できるよう、プロジェクトとして働きかけることが必要で

ある。

2） 組織について

地方分権化、地域保健システム、および利用者負担などを主眼としたヘルスセクターリ
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フォームは、ＷＨＯからイエメン保健省にその主体性を移し、進められている。一方、プ

ロジェクト第２フェーズで目的とした、プライマリー・ヘルス・ケア・ネットワークを通

じた結核対策強化は効を奏しており、今後も地域の保健施設・関連機関の活用による

ＤＯＴＳの実践は継続されるべきである。ヘルスセクターリフォームの過程で、結核対策

もまた、その機構と機能を柔軟に対応させつつ、リファラルシステムや、特に都市部での

患者の流れを整理し、巡回指導システムと簡潔で効果的な監督体制を確立する。そのため

には、将来の地域保健システムおよび結核の疫学像を予測し、中央レベルに残すべき機能、

州・地域レベルの強化、およびＤＯＴＳの拡大プロセスを勘案しながら、患者発見から治

療評価までを一貫して行う「結核基本ユニット」の設定を見直す必要がある。同時に、結核

センターの将来の機能と機構を確認し、現在検討中のアデン結核センターを含めて、保健

セクター全体との整合性をとることが必要である。

3） 人材について

近年の結核対策の躍進は、現在のＮＴＰ課長のリーダーシップによるところが大きい。

このような人材を確保するのは、ときに非常に困難である。ＮＴＰの将来の持続性を考え

たとき、プロジェクト終了までに、州・地域レベルの技術水準を一定レベル以上までにあ

げておく必要がある。現在までの協力により、州結核対策担当官（ＧＴＣ：Governorate

Tuberculosis Coordinator）レベルでは、全国的に高い技術水準に達していると思われる。

彼らが各州レベルを統括・指導するためのマネージメント能力を向上させ、これを通じて

地域レベルの結核対策の強化を実現させることが必要である。

4） 結核対策の質的改善

以上３点を柱に、ＤＯＴＳの拡大と質の向上の両輪を進めていくが、本プロジェクト開

始当初は、質的改善を主眼におくべきである。

急速な拡大を遂げたＮＴＰであるが、その治癒率は、年々改善されてきているとはいえ、

いまだ75％前後である。治療開始後２～３カ月時の塗抹陰転化率が 85％以上と高く、維持

療法期間中の脱落が多いことを示しており、初期強化療法期間中の患者教育、その後の

フォローアップ、あるいはほかの何かが問題であることが示唆される。また、現在のＮＴＰ

マニュアルは、ＷＨＯならびにＪＩＣＡの技術支援によって 1996 年に改訂されたが、マ

ニュアル本文、添付されている患者カード、および研修で使用されているＷＨＯモジュー

ルとで、患者定義が異なり、それに伴い四半期報告の報告項目が、一般的なものと若干異

なっている。巡回指導を強化していく過程で、このような細かい点を見直し、ＮＴＰマニュ

アル、実際の患者の取り扱い、研修ならびに教材、および拡大戦略などを整理する必要が
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ある。

5） 抗結核薬の供給

抗結核薬は、プロジェクト第２フェーズまでは、イエメン政府の自己資金による購入に

加え、ＪＩＣＡプロジェクトおよびＷＨＯが供与することで総量を確保していた。第２

フェーズ終了後、ＪＩＣＡから抗結核薬は供給していないものの、ほぼ不足なしにイエメ

ン政府が購入している。そして、四半期報告を基礎として、その必要量を適度な在庫量を

含めて計算して、配分量を決定することになっている。

しかし、供給時期が遅れて州レベルで在庫がなくなったり、逆に必要量の数倍の量を手

違いで注文したため期限切れの薬が残るおそれが生じたり、他の機関がＮＴＰ課との調整

なしに抗結核薬の供与を行うなど、安定供給は実現されていない。保健省の薬剤部門との

連携をはかると同時に、各レベルで薬剤供給帳簿による薬剤および備品の管理を強化する

ことが必要である。

（2）結核菌検査分野

アデン市のＰＨＣ Office 特設検査室、共和国病院、サナア市の Al Qaa Olofi ヘルスセ

ンター、およびＮＴＩの検査活動を視察した。

1） 結核菌検査活動状況

a） ＰＨＣ Office特設検査室（アデン市）

1990年代以前に設立された検査施設で、７部門の検査室に33人の検査技師が勤務して

いる。結核菌検査活動（ＺＮ染色法による喀痰塗抹検査のみ）は、1997年より開始され、

全アデン州をカバーしている。ホデイダ結核センターで結核菌塗抹検査トレーニング（５

日間）を修了した検査専従者が２人（男１人、女１人）配属されている。

仕事量は１日平均５枚のスライド数である。1999年１月４日～７月５日までの６カ月

間に検査した総数例 428についてみると、182（42.5％）が診断、246（57.5％）がフォロー

アップのための検査であった。182の診断例のうち、49例（27％）が１回のみの採痰で診

断されている。その検査結果の内訳は、35が塗抹（－）、14が塗抹（＋）であった。

染色試薬（自家製）および器具の供給は十分あるが、双眼顕微鏡（オリンパスＣＨ２ １

台）は、砂塵にまみれメンテナンスは悪い。

スライド標本は、小さめで不均等な塗抹が多くみられたが、染色状態はよい。

ラボ台帳記録はおおむね正確であるが、いくつか未記入がみられた。塗抹検査結果は

（＋）または（－）と定性的に記載され、（＋）についてはグレードをつけた定量的な記録が
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なかった。

b） 共和国病院（アデン市）

約 300床をもつ総合病院で、そのうち37床は結核病棟である。日本の結核研究所国際

研修ラボコース修了の検査技師１人および助手１人、計２人の結核菌検査専従者が配属

されている。ＪＩＣＡの無償資金協力で、結核菌培養検査機器一式が供与されていたが、

これらは現在ＰＨＣ Office 特設検査室へ移動されている。今後は、ＰＨＣ Office 特

設検査室に培養検査機能をもたせたい、というイエメン側の説明をうけた。

仕事量は入院および外来患者を合わせても、１日平均９枚のスライド数である。診断

のための喀痰塗抹検査は、１回のみである。塗抹作成技術は、塗抹サイズや均等性、厚

さなどにおいて不適切なものが多くみられた。精度管理のためのスライド標本保存もス

ライド標本箱外に整理されずに放置された状態であった。

ラボ台帳記録には診断またはフォローアップの区別の記載がなく、検査結果も定性的

で陽性結果におけるグレードの記録がなかった。また、ラボ登録番号も年間通し番号で

なく、１日ごとの通し番号が用いられていた。

この検査室は、将来アデン州のレファレンスラボラトリー機能を持たせる侯補になっ

ているが、検査活動はイエメンの国家結核対策指針に基づいて行われず、ＮＴＰ課検査

担当官の指示・指導に従わないなど、問題の多い検査室になっている。

c） Al Qaa Olofiヘルスセンター（サナア市）

ＮＴＩで喀痰塗抹検査の訓練を修了した検査技師１人が配属されているが、結核菌検

査専従でなく一般検査、血液検査、便検査も担当している。

喀痰塗抹検査スライド数は月平均８枚であり、結核菌検査の仕事量は非常に少ない。

染色試薬はＮＴＩ既製染色液が供給されている。塗抹作成は塗抹サイズが大きすぎ、不

均等なものであった。スライド標本の同定には日ごとの通し番号に検査日が使用されて

おり、採痰時期（随時、早朝、随時）を示す番号の記載はない。

ラボ台帳の記載法は、陰性／陽性の記録に黒ペンまたは赤ペンによる区別がなく、陽

性については、グレード記述のない定性的なものであった。

精度管理用のスライド標本の保存は、陽性／陰性用に分けて経時的に保存されていな

かった。

1999年１月 24日～６月 28日までの塗抹検査総数は 69で、そのうち診断のための検査

は19、フォローアップが50であった。フォローアップ例が多いのは、ＮＴＩで診断され

た患者のアクセスの都合で、治療およびフォローアップ検査が当センターにリファーさ
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れるためである。19の診断例のうち、１回のみの採痰は８で、すべて陰性例であった。ま

た、３回採痰を行った例は９で、そのうち８例が陰性で、２例は陽性であった。

今年（1999年）に入って巡回指導訪問をＮＴＩから４～５回うけたが、検査活動に関す

る助言・フィードバックは皆無であった。

d） ＮＴＩ（サナア市）

結核のナショナルレファレンスラボラトリーで、イエメンで唯一培養および薬剤感受

性検査（これらの検査はレントゲンで疑わしい有症状者の診断や再発者の治療薬の選定を

目的に行われる）ができる施設である。また、全国の塗抹検査の精度をモニターする機能

を持つとともに、1998年７月より、サナア市の８カ所のマイクロスコピーセンター（６

ヘルスセンター、１病院、１クリニック）の塗抹精度管理を直接カバーしている。しかし、

その活動は定期的かつ適切に行われていない。それらに関する記録もまったく残されて

いない。

検査科長は日本の結核研究所国際研修ラボコース修了者である。結核菌専従には４人

の検査技師が配属されている。塗抹検査に関する仕事量は、１日平均 65枚のスライド数

である。１人の検査技師当たり 17枚である。1999年１月～３月の報告によると診断時の

採痰数の割合は、１回のみ採痰 40％、２回採痰 31％、３回採痰 29％である。

塗抹標本の染色状態はおおむね良好であるが、標本作成の質は標準レベルに達してい

るとは言い難い。塗抹検査のための検査室内精度管理（Internal Quality Control）は確

立されていない。

2） 今後の課題

ＤＯＴＳの実施・拡大に伴い喀痰塗抹検査の質の向上は急務であり、ＤＯＴＳの成否を

左右する最優先課題である。これまでＪＩＣＡとＷＨＯの援助のもとに末端検査室の塗抹

検査基礎技術トレーニングを行ってきており、標準化された技術が全国に広まりつつある

と考えられる。しかし、その質の維持にはまだまだ困難をきわめ、国際的なスタンダード

には至っていない。質のよい塗抹検査の改善・維持には、今後いくつかの課題が考慮され

なければならない。

a） 塗抹検査およびその精度管理用のナショナルスタンダードマニュアル作成

ＮＴＰのナショナルスタンダードマニュアルの一部に塗抹検査技術のマニュアルが含

まれているが、内容はかつてのＩＵＡＴＬＤ（国際肺疾患予防連合）のマニュアルをその

ままコピーしたもので、イエメンの現状に照らしあわせたものではない。イエメンの現
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状にあわせた、実際的なわかりやすい、単独のマニュアルを早急に作成しなければなら

ない。同時に、塗抹検査精度管理マニュアルも作成することが急がれる。これらのマニュ

アルはもれることなく、全国のマイクロスコピーセンターに配布される事が重要である。

b） 質のよいトレーニング

これまで、塗抹検査技術の標準化や塗抹検査精度管理実施のために、マイクロスコピ

ストやスーパーバイザーたちを対象にトレーニングが行われてきた。しかし、現場に目

をむけると、未熟な塗抹標本の作成、不適切なラボ台帳の記載など訓練時に習得されて

いなければならない基礎的な問題が多く観察されたのは残念である。この背景のひとつ

に、トレーニング時間の短さがあげられる。現在実施されている５日間、９時～ 13時の

塗抹検査基礎トレーニングまた、２日間の同じ時間帯の精度管理トレーニングではいか

にも短か過ぎる。トレーニング実施に際しては、予算、受講者の現場を離れられる期間

などの都合があると思われるが、今後それぞれのトレーニングにはせめてこの２倍以上

の時間を費やしたい。

マイクロスコピストのトレーニングには、塗抹検査の技術に的を絞り実習に力を注ぐ

ことが重要である。このとき塗抹検査のナショナルスタンダードマニュアルを有効かつ

最大限に活用されなければならない。

c） 巡回指導の強化

1998年７月よりサナア市、タイズ州、ホデイダ州、アデン州で塗抹精度管理が開始さ

れているが、機能されていないに等しい。まず、塗抹精度管理のための人材確保とその

役割分担を明確にしなければならない。

次いで、これらの地域をカバーしている巡回指導（精度管理）担当者の再教育を行う。

また州レベルにおける検査室を対象に塗抹精度管理に関するオリエンテーションを行い、

塗抹精度管理の理解を求めることが重要である。巡回指導（精度管理）担当者の再教育の

際には、実際的な巡回指導の演習や実習を盛り込むことが大切である。ここでも塗抹検

査精度管理マニュアルを最大限に有効に使われなければならない。

巡回指導の強化には、ＮＴＩを技術的な面でもっと積極的にコミットさせることが必

要であろう。巡回指導は、人材不足のためなかなか思うようにいかない現状である。そ

のためまだレファレンスラボが設立されていないアデン州を除いたサナア市、タイズ州、

ホデイダ州の巡回指導を第一優先に行い、余力があれば他の州にその活動を拡大するこ

とが望ましい。
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d） アデン州の核となるレファレンスラボラトリーの確立

イエメン南部地域の検査活動の強化のために、アデン州にレファレンスラボを確立し

なければならない。共和国病院の検査室がレファレンスラボラトリーの侯補にあげられ

ているが、現行の検査活動の質を改善することから始めなければならない。

４－２　実施計画

イエメン側と協議して合意されたプロジェクトのマスタープランとその評価指標は、討議議事

録（Ｒ／Ｄ）およびミニッツに添付されたとおりである（附属資料①②）。これに基づいた５年間の

詳細な活動計画およびプロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）については、プロジェク

ト開始後イエメン側と作成する。

今回の実施協議調査においては、マスタープランおよび現在認識されている課題から、2001年

までの２年間の方針として、①ＤＯＴＳの拡大、および、②巡回指導および検査技術精度管理の

強化を同時平行ですすめることを合意した。前者については現在の拡大計画を予算的・人材的に

実施可能性の観点から見直してトレーニングを実施し、2 0 0 1 年までに全国 3 0 0 あまりの郡

（District）で最低１カ所、ＤＯＴＳを供給できる施設を確保する。後者については、１年目は巡

回指導と検査技術の精度管理に関する手法を確立し、サナア・タイズ・ホデイダでパイロット的

に開始し、２年目以降、精度管理を他の州でも行う。また、ヘルス・セクター・リフォームにと

もなう地域保健システムのなかでの結核対策の枠組みの見直しを行う。

ＤＯＴＳ戦略が導入されてから強調されてきたように、「塗抹陽性患者を優先的に治療し、その

治癒率を 85％以上とすること」が現在の結核対策の重点である。精度の高い喀痰塗抹検査、定期

的・安定した薬剤供給、患者の登録と経過観察、これらを総合的に強化してはじめて結核対策が

成功する。そのなかでも、患者の診断と経過観察・治療成績評価の軸となる喀痰塗抹検査の精度

は、精度管理システムの再構築と研修方法の見直しを通じて、緊急に行いたい。

３年目以降は、引き続き巡回指導・精度管理の強化、地域内でＤＯＴＳが可能な保健所を増や

すこと、見直した結核対策の枠組みに基づいて中央レベルに必須な機能を残して「地方分権化」を

すすめること、さらにプロジェクト終了前に必要なサーベイを行い結核の疫学的な指標を求める。
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５．その他特記すべき事項

５－１　安全対策

（1）在イエメン日本国大使館による安全対策ブリーフィング

在イエメン日本国大使館でのブリーフィングで、最近の治安状況について説明を受けた。

主な内容は下記のとおり。

1） 最近、銃器関係の事件が発生しているため、取り締まり（銃器の没収）が行われている。

また、市場で私怨による手榴弾の爆発事件があった。イエメンでは拳銃や手榴弾などが入

手しやすい。対策として、人の集まるところや、モスク、および、政府関係施設には、な

るべく近付かないようにしていただきたい。

2） 1998年末に起こったアデン・アビヤン・イスラム軍による外国人誘拐・殺害事件につい

て、５月の第一審で、首謀者に対する死刑判決が出た。これに対する報復措置が行われる

か否かは、情報が錯綜しており、現時点では判断ができない。現在、第二審中である。

3） ６月下旬、アメリカの外交官がサナア市内で誘拐未遂にあった。同外交官が車両で通り

かかったところを、部族民と思われる数名が待ち伏せしていた。外交官がそのまま車両で

逃げたところ、難を逃れた。

（2）安全対策措置

イエメン側および在イエメン日本国大使館との協議の結果、当面の間、事前調査時に決定

した安全対策措置をとることとなった。内容は下記のとおりである。また、イエメンには

ＪＩＣＡ事務所がなく、本プロジェクトの運営にあたって日本国大使館の支援が大変重要で

あるところ、平素より専門家から同大使館への連絡を密に行うことを再確認した。

1） 専門家の活動地域の制限

専門家の活動地域は、誘拐事件発生の可能性が低く空路による移動の可能な７都市（サナ

ア、アデン、タイズ、ホデイダ、アタック、ムカッラ、サユン）の市内のみとする。

2） 専門家の移動方法

専門家の移動に際しては、市内においては四輪駆動車以外の車両を使用し、都市間の移

動は原則的に空路を使用する。理由は、四輪駆動車は部族民の住居地である山岳部に移動
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できるため、誘拐の標的とされやすいこと、および、車両による郊外での移動は誘拐の標

的とされやすいことによる。

3） イエメン側の協力

通信手段の確保等、必要に応じて引き続きイエメン側の協力を要請する。

５－２　製薬会社視察

最終日、製薬会社（Shiba Pharma）を視察した。民間セクターと保健省とに薬剤を卸しており、

抗結核薬ではリファンピシンを作っている。保健省の薬剤関係にはオランダの協力が入っており、

この会社にも何らかの技術協力が入っているものと思われたが、時間の制約により十分情報収集

が行えなかった。今後、特に生物学的利用能などの品質管理に関してＷＨＯの協力を得ながら確

認する。



附　属　資　料

①　討議議事録

②　ミニッツ

③　イエメン保健省組織図

④　アデン州保健局組織図

⑤　サナア市における結核対策活動（渡邊専門家作成）

⑥　各州の人口と特徴（渡邊専門家作成）

⑦　保健省国家結核対策課作成資料

⑧　国家結核研究所作成資料

⑨　イエメン保健省とＷＨＯの結核対策合同レビュー報告書

⑩　イエメン結核予防会作成資料
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